
前橋市監査委員公表第１７号 

 

前橋市長、前橋市議会議長から定期監査の結果に対する措置について通知がありま

したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

別紙のとおり公表します。 

平成３０年１月１８日 

 

前橋市監査委員  福 田 清 和      

   同     田 村 盛 好      

   同     宮 田 和 夫      

   同     横 山 勝 彦      

 



都市計画部定期監査結果に係る措置通知書 
 

                                                                  措置日 平成２９年１２月２０日 
  

監   査   結   果 
（指摘・要望事項） 

指摘事項に対する措置内容及び 

要望事項に対する考え方等 

【監査対象所属：都市計画課】 

 

１ 契約事務について（指摘事項） 

路上違反広告物除却業務において、実施起

案に予定価格が記載された予定価格調書を添

付しており、秘密の保持が確保されていない

状況であった。  

契約規則、契約事務取扱規程及び役務等業

務委託契約事務マニュアルにのっとり適正な

事務処理を行うように改善されたい。 

 

２ 備品の有効活用について（要望事項） 

備品の管理状況において、既に終了した事

業で使用した投光器を４０点有しているが、

その多くが地下倉庫に保管されたまま使用し

ていない状況であった。 
使用していない備品の有効活用を図るため、

所属替や売却を行うなど検討されたい。 

 

 

【監査対象所属：建築指導課】 

 

１ 現金保管方法の見直しとレジスターの導入

について（要望事項） 

収納した現金の保管方法において、１日に

収納する現金が高額になることが多いため、

収納した現金は業務終了に合わせ即日夜間金

庫に入金しているが、業務時間中は職員机上

の開放された状態の手提金庫で保管していた。

また、建築指導課で取扱う複数の現金収納

事務において、窓口で現金領収書を交付して

いるが、日々の収納件数も多く、事務の煩雑

化を招いているとともに、現金領収書の印刷

費用、使用枚数等の経費面から考えても見直

しが必要であるものと考える。 

現金の安全な保管、事務の効率化及び経費

節減等の観点からレジスターの導入について

検討されたい。 

 

【監査対象所属：区画整理課】 

 

１ 財産管理事務について（指摘事項） 

駒形第二（仮称）先行買収用地（行政財産）

 

 

 

契約事務については、予定価格調書の取り

扱いに係る確認不足により実施起案に添付し

てしまったことから契約規則、契約事務取扱

規定及び役務等業務委託契約事務マニュアル

を再確認し、係内でも情報共有を図るととも

に今後の誤りを防ぐため、研修を実施した。

 

 

 

備品の有効活用については、投光器４０点

のうち、ライトアップ事業の協力者に貸与し

ているものを除く２２点を地下倉庫にて保管

していたが、千本桜等のライトアップに有効

活用が図れる公園管理事務所と協議のうえ、

平成２９年１１月３０日付けで所属替えの手

続きを実施し、翌１２月１日に投光器２２点

の引き渡しを実施した。 

 

  

  

 

レジスターの導入については、現金の安全

な保管、事務の効率化及び経費削減等の観点

から平成２９年度中に購入し、取り扱う収納

金の一部について運用を開始することを決定

した。また、業務時間中は、レジスターでの

現金保管が可能となることから手提金庫は廃

止とする。なお、平成３０年度より建築指導

課で取り扱う全ての収納金について、レジス

ター運用することを決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無断使用の防止策については、現在無断使



監   査   結   果 
（指摘・要望事項） 

指摘事項に対する措置内容及び 

要望事項に対する考え方等 

である駒形町１５７番地２６所在土地ほか１

件において、車両の駐車及び物干しの設置な

ど無断で使用されており、不適正な管理状況

が常態化していた。 

柵の設置による境界の明示、または使用者

を特定し行政財産目的外使用許可による使用

料の徴収等について検討し、財務規則にのっ

とった適正な管理を行うように改善されたい。

 

用している者に対して、再度、市の所有権の

確認及び、退去又は撤去の勧告を実施し、柵

等の設置を行う。また、状況に応じて使用者

を特定し行政財産目的外使用許可による使用

料の徴収を行う。併せて、定期的な現場確認

を実施することを決定した。 

 

 

 

 

 
 

議会事務局定期監査結果に係る措置通知書 
 

                                                                  措置日 平成２９年１２月１３日 
  

監   査   結   果 
（指摘・要望事項） 

指摘事項に対する措置内容及び 

要望事項に対する考え方等 

【監査対象所属：議会事務局】 

 

１ 補助金等交付事務について（指摘事項） 

平成２８年度政務活動費における収支報告

書及び領収書等の証拠書類において、会派報

作成費の一部で二重計上されているものがあ

った。 

過剰交付となっている政務活動費は速やか

に返還を求めるとともに、証拠書類の精査を

より厳密に行うなど内部統制機能の強化に努

められたい。 

 

 

２ 政務活動費の運用指針の見直しと公開につ

いて（要望事項） 

政務活動費の運用指針において、指摘事項

のような二重計上を防ぐため専用口座の設置

を規定するとともに、政務活動費に係る判例・

判決や社会情勢の変化などに応じ、内容の精

査を適宜行い、見直しを行うものとされてい

ることから、更なる透明性を確保するため、

今後も継続的な研究と情報収集に努めながら、

積極的な見直しを図られたい。 

また、全国はもとより、県内でも政務活動

費の運用指針をホームページ等で公開する都

市が増えつつある現状を踏まえ、本市におい

ても指針の公開について検討されたい。 

 

 

 

 

補助金等交付事務については、該当会派に

監査結果の伝達を行い、会派報制作費の一部

で二重計上となっていた過剰交付分について

平成２９年度歳入として受入処理した。 

 また、政務活動費収支報告書に係る証拠書

類に関しては、項目ごとの書面審査に加え、科

目全体での整合性や関連性にまで注意を払い、

審査に係る人員体制を整えて、より厳密に精査

できるよう今後改善していくこととした。 

 

 

 

  政務活動費の運用指針の見直しについては、

 来年度の政務活動費交付に向け、政務活動費

 の専用口座を設置することを検討していくと

ともに、今後も判例や実例、社会情勢などを

勘案しながら適宜見直しを検討していくこと

とした。 

 また、政務活動費の運用指針の公開につい

ては、来年度に平成２９年度の政務活動費収

支報告書を公開する際に併せてホームページ

等で公開することを検討していくこととした。
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